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新潟市共同住宅の建築に関する指導要綱 

 

 

 （目的） 

第１条  この要綱は、共同住宅の建築及び管理について、必要な基準を定めることにより、

建築に伴う紛争を未然に防止するとともに、良好な居住環境の確保を図ることを目的と

する。  

（用語の定義） 

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。  

 (１ )共同住宅  １区画ごとに浴室（シャワー室を含む。）、便所及び台所を設けた形式

の住宅、事務所又は店舗（他の用途との併用を含む。以下「住戸」という。）を複数

有する建築物をいう。 

 (２ )ワンルーム形式の住戸  専用床面積が２５平方メートル未満の住戸をいう。  

 (３ )建築主等  共同住宅の建築主（以下「建築主」という。）、設計者及び工事施工者

をいう。 

 (４ )所有者等  共同住宅の所有者（以下「所有者」という。）又は管理者をいう。  

（５）近隣関係者  次に掲げる者をいう。  

ア  共同住宅の建設予定地の近隣の建築物のうち、その建築物の敷地の全て若しくは

一部が共同住宅の敷地の境界線から１５ｍの範囲内にある建築物の全て若しくは

一部を所有する者 

イ  共同住宅の建設予定地の近隣の建築物のうち、その建築物の敷地の全て若しくは

一部が共同住宅の敷地の境界線から１５ｍの範囲内にある建築物の全て若しくは

一部を占有する者 

ウ  共同住宅の敷地の境界線から１５ｍの範囲内にある建築物に居住する者が所属

する自治会又は町内会の代表者 

 （適用建築物） 

第３条  この要綱は、住戸の数が１０以上（同一の建築主又は所有者が一連の土地に２以
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上の共同住宅を建築する場合で、その住戸の合計数が１０以上となる場合を含む。）の

共同住宅に適用する。 

 （建築主等及び所有者等の責務） 

第４条  建築主等及び所有者等は、共同住宅を建築し、又は管理をするにあたっては、周

辺の居住環境に及ぼす影響について十分配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわな

いよう努めなければならない。 

２  建築主等及び所有者等は、共同住宅の建築及び管理に関し、近隣関係者との間に紛争

が生じたときは、誠意をもって自主的に解決するよう努めなければならない。  

（標識の設置） 

第５条  建築主は、建築計画に関する標識（別記様式第１号。以下「標識」という。）を

建築予定地内の道路から見やすい位置に設置し、当該共同住宅の建築計画について、近

隣関係者に事前公開するものとする。ただし、新潟市中高層建築物の建築に関する指導

要綱（昭和４９年３月１５日施行。以下「中高層建築物指導要綱」という。）第６条の

規定に基づき事前公開をした場合は、この限りでない。 

２  前項本文に規定する標識の設置期間は、当該共同住宅の確認申請書又は計画通知（以

下「確認申請書等」という。）を建築主事又は指定確認検査機関に提出する日の最低１４

日前から建築予定地内に確認の表示を行う日までとする。 

 （事前説明） 

第６条  建築主等及び所有者等は、前条第１項による標識の設置後速やかに近隣関係者に

対し建築計画及び管理等について説明を行うものとする。ただし、中高層建築物指導要

綱の適用を受ける建築物である場合にあっては、同要綱第７条に規定する説明会等の開

催の際に説明を行うものとする。 

 （建築計画の届出） 

第７条  建築主は、共同住宅の確認申請書等を建築主事又は指定確認検査機関に提出する

日の７日前までに、共同住宅建築計画の届出書（別記様式第２号）に、次に掲げる図書

を添えて２部市長に提出するものとする。ただし、中高層建築物指導要綱の適用を受け

る建築物である場合にあっては、同要綱第８条に規定する計画建築物の届出によるもの

とする。 
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 (１ )事前説明の経過報告書（別記様式第３号）  

 (２ )設計図書等          

  ア  付近見取図（方位、道路及び目標となる建築物を明示したもの）  

  イ  配  置  図（建築物、駐車場、駐輪場の位置及び台数並びに敷地内の緑化計画を

明示したもの） 

 ウ  各階平面図（換気扇及び冷暖房設備の室外機等の位置を明示したもの）  

  エ  立  面  図 

  オ  断  面  図 

 (３ ) 標識を設置したことを証する遠景及び近景（標識の記載内容が確認できるもの）

の写真  

 (４ ) その他市長が特に必要と認めるもの  

 （建築に関する基準）  

第８条  建築主等は、共同住宅を建築する場合は、次に掲げる基準に適合するよう計画し、

施工するものとする。 

 (１ )開放廊下及び屋外階段等の床面は、防音措置を講ずるとともに玄関等の扉について

は、開閉時の衡撃音を和らげる措置を講ずること。  

 (２ )近隣居住者のプライバシ－の確保を図るため、開放廊下や窓などについては、位置

や目隠しなどの配慮をすること。 

 (３ )建築物の出入口は、近隣居住者の影響を考慮した位置に設けること。  

 (４ )屋外に設ける冷暖房等の設備機器は、隣接する建築物との距離等を考慮し設置する

とともに、防音及び防振対策を必要に応じて講ずること。  

 (５ )駐輪場は、原則として共同住宅の住戸数以上の台数分を敷地内に確保すること。  

 (６ )駐車場は、次条に定める基準により確保すること。  

 (７ )ゴミ置場の設置及び管理については、関係機関と協議すること。  

 (８ )居住環境の保全及び向上のために周辺空間の確保及び緑化の推進に努めること。  

２  ワンルーム形式の住戸を有する共同住宅である場合の建築に関する基準は、前項の規

定によるほか次に掲げる事項によるものとする。  

 (１ )ワンルーム形式の住戸の専用面積は、１９平方メートル以上とすること。  
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 (２ )ワンルーム形式の住戸の数が３０以上の場合は、管理人室を設けること。  

（駐車場に関する基準）  

第９条  建築主等は、計画する共同住宅の住戸数に、別表の左欄に掲げる用途地域又は区

域の区分に応じ、当該右欄に定める割合を乗じて得た台数（以下「必要台数」という。）

以上の駐車台数を敷地内に確保するものとする。  

２  共同住宅の敷地が２以上の用途地域又は区域にわたるときは、当該敷地に係るそれぞ

れの用途地域又は区域が存する部分の面積に別表右欄に規定する割合を乗じて得たも

のの合計台数以上の台数分の駐車場を敷地内に確保するものとする。  

３  駐車場１台当たりの広さは、奥行き５．０メートル以上で、かつ、幅２．３メートル

以上とする。ただし、軽自動車専用の駐車場で、その旨を駐車場に表示するものについ

ては、奥行き４．０メートル以上、かつ、幅２．３メートル以上とすることができる。

それぞれの駐車場は、道路又は４メートル以上の敷地内通路に接するものとする。 

４  敷地及び道路形態その他の周辺の状況から、必要台数の駐車場を敷地内に確保するこ

とが困難であり、かつ、市長が特にやむを得ないと認める場合は、第１項の規定にかか

わらず、当該敷地から直線距離にして概ね２００メートル以内の場所に、必要台数の駐

車場を確保することにより、これに代えることができる。 

５  第１項の規定にかかわらず、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条の規

定による開発行為の許可に係る建築物についての必要台数は、新潟市開発指導要綱（平

成９年新潟市告示第３３号）で定めるところによる。 

 （管理に関する基準）  

第１０条  所有者等は、共同住宅の適正な管理及び近隣居住者の良好な環境を保持するた

め、次に掲げる措置を講ずるものとする。  

 (１ )共同住宅を管理する者の氏名及び連絡先を記載した表示板（別記様式第４号）を出

入口など屋外から見やすい場所に設置すること。  

 (２ )次に掲げる事項を定めた管理規約を作成し、入居者に遵守させるよう努めること。 

  ア  路上駐車、路上駐輪、騒音及び振動等による迷惑行為の禁止に関すること。  

  イ  ゴミ処理方法の徹底に関すること。  

  ウ  自治会又は町内会との協調に関すること。  
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  エ  その他管理上必要な事項  

 (３ )共同住宅の譲渡等をする場合は、新しい所有者等に前項の管理規約の内容を周知し、

継承させること。 

２  ワンル－ム形式の住戸を有する共同住宅である場合の管理に関する基準は、前項の規

定によるほか次に掲げる事項によるものとする。  

 (１ )ワンル－ム形式の住戸の数が３０以上である場合は、管理人を常駐させること。  

 (２ )ワンル－ム形式の住戸の数が３０未満である場合は、管理を委託する等適切な管理

体制を確保すること。 

 （指導及び勧告） 

第１１条  市長は、建築主等及び所有者等がこの要綱の規定を遵守しないときは、遵守す

るよう指導又は勧告することができるものとする。  

 （その他） 

第１２条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。  

   附  則 

 この要綱は、平成３年４月１日から施行し、平成３年５月１日以降に建築確認申請等を

行う共同住宅に適用する。  

   附  則 

 （施行期日） 

１  この要綱は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第１号に規定す

る用途地域に係る同法第２０条第１項の規定による告示の日から施行する。  

 （経過措置） 

２  この要綱は、施行の日から１４日を経過した日以降に建築確認申請を行う共同住宅か

ら適用し、同日前に建築確認申請を行った共同住宅については、なお従前の例による。 

 

附 則 

 （施行期日） 

この要綱は平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 
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 （施行期日） 

この要綱は平成２９年１２月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は令和７年４月１日から施行する。 
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別表（第９条関係） 

用途地域又は区域 割合（％） 

第一種低層住居専用地域 ７０ 

第二種低層住居専用地域 ７０ 

第一種中高層住居専用地域 ６０ 

第二種中高層住居専用地域 ６０ 

第一種住居地域 ６０ 

第二種住居地域 ６０ 

準住居地域 ６０ 

近隣商業地域（容積率２００％の地域） ４０ 

近隣商業地域（容積率３００％の地域） ３０ 

商業地域 ３０ 

準工業地域 ６０ 

工業地域 ６０ 

用途地域の指定のない区域 ７０ 
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別記様式第 1 号（第５条関係）  

 

  

共同住宅建築計画のお知らせ 

 
建 築 物 の 名 称   

 

敷地の地名地番   

用 途   敷 地 面 積  ㎡  

建 築 面 積  ㎡  延 べ 面 積  ㎡  

構 造   最 高 の 高 さ  ｍ  

階 数  地上     階、     地下     階  

戸 数        戸  （内ワンルーム形式住戸      戸） 

着 工 予 定  年   月   日  完 了 予 定  年   月   日  

建 築 主  
住     所  

氏名又は名称          電話   （   ）  

設 計 者  
住     所  

氏名又は名称          電話   （   ）  

工 事 施 工 者  
住     所  

氏名又は名称          電話   （   ）  

お 問 合 せ 先  
住     所  

氏名又は名称          電話   （   ）  

この標識は、新潟市共同住宅の建築に関する指導要綱の規定により設置した

ものです。                  ○○   年   月   日設置  

 

 

 

 

９０ cm 以上  

９０ cm 

以上  
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別記様式第２号（第７条関係）  

 

共同住宅建築計画届出書 

 

                          年   月   日  

（宛先）新  潟  市  長  

住   所  

建築主  氏   名                 

電話番号     （    ）  

 

新潟市共同住宅の建築に関する指導要綱を遵守し、次のとおり建築及び管理

することを届け出ます。  

代 理 者  

住 所 ・ 氏 名   

設 計 者  

住 所 ・ 氏 名   

工 事 施 工 者  

住 所 ・ 氏 名  
 

敷 地 の 地 名 地 番  
 

着 工 予 定  年   月   日  完 了 予 定    年   月   日  

用 途 地 域   防 火 地 域  防 火 ・ 準 防 火 ・ 指 定 な し  

敷 地 面 積  ㎡  建 築 面 積  ㎡  延 べ 面 積  ㎡  

主 要 用 途  造  工 事 種 別              

建

築

物

の

概

要  

高 さ  ｍ  構 造                   造  

階 数    地 上        階 、   地 下        階  

全 戸 数  戸  ２ ５ ㎡ 未 満 の 戸 数  戸  

２ ５ ㎡ 以 上 の 戸 数  戸  住 戸 最 小 面 積  ㎡  

備

考  
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区 分  内 容  

防 音 措 置 等  

 

近 隣 関 係 者 の  

プライバシー保

護のための対策  

 

建 物 出 入 口 の  

位 置  

 

屋外の冷暖房等

建築設備の位置  

 

駐 輪 場 の 位 置  

及 び 台 数  
 

％  

駐 車 場 の 位 置  

及 び 台 数  

 ％  

ゴミ置場について 

（協議内容等）  

 

敷地内の緑化等  

 

管 理 体 制  

管 理 人 室 の 有 無  有 ・ 無  

 

管 理 規 約 等   

そ の 他   

（注） 共同住宅を管理する者の氏名及び連絡先を記載した表示板を設置する位置に

ついて、配置図又は１階平面図に明示してください。  
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別記様式第３号（第７条関係）  

 

事前説明の経過報告書 

   

                             年   月   日  

  （宛先）新  潟  市  長  

   

   

          建築主   住  所                        電  話   （  ）  

                  氏  名                                            

   

          設計者   住  所                        電  話   （  ）  

                  氏  名                                            

   

          施工者  住  所                        電  話   （  ）  

                  氏  名                                            

 

   新潟市共同住宅の建築に関する指導要綱第７条の規定に基づき事前説明の経

過を報告します。  

 

建  築  物  の  名  称  
 

説 明 者 の  

役 職 名 ・ 氏 名  

 

説 明 を 受 け た  

人 の 氏 名  

 

 年  月  日   氏     名  説 明 、 質 問 、 要 望 、 回 答 事 項 等  
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 年  月  日  氏     名  説 明 、 質 問 、 要 望 、 回 答 事 項 等  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

今後、予定する近隣  

関係者との協議事項等  

（箇条書してください。）  

 

 

 (注 )  １．説明を行った近隣関係者について、住宅明細図等に明示したものを

添付してください。  

     ２．回覧や投函等により説明する場合は、届出書提出日の７日前までに

行ってください。  
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別記様式第４号（第１０条関係）  

 

管理人を設置する場合  

 

管理人を設置しない場合  

 

大きさ、縦３０センチメートル以上、横４０センチメートル以上とする。  

この建物の管理については、下記にご連絡してください。  

 
建 築 物 の 名 称  （     戸）  

 

所 在 地  
 

管 理 人  
 

時 間 外 の 管 理 人

連 絡 先  

名 称  
 

所 在 地  
 

電 話       （     ）  

 

この建物の管理については、下記にご連絡してください。  

 
建 築 物 の 名 称  （     戸）  

 

所 在 地  

 

時 間 外 の 管 理 人

連 絡 先  

名 称  
 

所 在 地  
 

電 話       （     ）  

 


